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☆包袋外の事情による技術的範囲の限定解釈の可否（上）⑴

第１．はじめに（特許発明の技術的範囲に関
する大前提）

１．特許法第70条第１項・第２項について

特許法第70条第１項は、「特許発明の技術的範
囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基
づいて定めなければならない。」と定めており、同
条第２項は、「前項の場合においては、願書に添
付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請

求の範囲に記載された用語の意義を解釈するもの
とする。」と定めている。

上記のとおり、特許発明の技術的範囲を定める
にあたって、「願書に添付した」書類を参照すべ
きことには、何らの疑いもない。

２．審査経過の参酌（包袋禁反言）について

裁判実務上、特許発明の技術的範囲を定め、又

包袋外の事情による技術的範囲の包袋外の事情による技術的範囲の
限定解釈の可否（上）限定解釈の可否（上）
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